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表　紙　　６月から町立小中学校の授業が再開しました
　　　　　新しい生活様式とともに過ごす夏の熱中症予防　／P11

待
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♪

毛呂山町ＬＩＮＥ公式アカウント
にご登録ください♪
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年４回、町内13か所で河川の水質を検査しています。
BODや大腸菌など９項目を測定し、環境基準値と比
べて水の状態がきれいかどうかを判断しています。
BODとは、微生物が汚れを分解するのに必要とする
酸素の量で、数値が少ない方が「きれいな水」です。

▼水質検査地点

○きれい（2.0mg/ℓ以下）、●ややきれい（2.1～5.0mg/ℓ）、●やや汚い（5.1mg/ℓ以上）

■平成30・令和元年度河川水質検査結果
（BOD・mg/1ℓ）

　令和元年度の検査では、13地点全地点で「きれい
な水」である基準値以内の測定結果となりました。
引き続き「きれいな水」を維持するため、町では単
独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ
の転換などにより水質改善に向けた啓発指導を実施
します。

※上表の数値は、年４回の検査の平均値です。

▼問合せ　役場生活環境課環境係
　ｔ295−2112 171

令和元年度　河川の水質検
査結果をお知らせします

  下水道整備済区域

  農業集落排水整備済区域

検査地点 平成30年度 令和元年度
① 上宿橋下流 1.6 1.1 
② 房田橋下流　 1.2 1.0 
③ 大木田橋上流 1.4 0.8 
④ 上川原橋上流 1.8 0.8
⑤ 越辺川橋下流 1.4 0.7
⑥ 堂山下橋上流 1.3 0.7
⑦ 葛川１号橋下流 3.3 1.5
⑧ 葛川２号橋下流 4.1 2.0
⑨ 葛川１０号橋上流 7.2 1.4
⑩ 宮前都市下水路流末 3.1 1.5
⑪ 大谷木川流末 1.4 1.3 
⑫ 御園橋上流 1.6 1.0
⑬ 下川原地内沼下 1.6 1.0

廃棄物（ごみ）を屋外で焼却すること、いわゆる「野
焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼
玉県生活環境保全条例」により、工場・事業所はもち
ろん、一般家庭においても原則禁止とされています。
法令に適合しない焼

しょう
却

きゃく
炉
ろ

やドラム缶を使用しての焼
却も同様です。

 野外焼却はなぜいけないの？
野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によ
っては、ダイオキシンが発生することが大きな問題で
す。また、煙や臭

しゅう
気
き

、飛散した灰により近隣の人へ迷
惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる
危険性もあります。

 野外焼却禁止規定の例外
・国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な

焼却
・災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
・風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却
　（例：神社のお焚

た
き上げなど）

・農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却
　（例：農業の稲わらの焼却など）
・日常生活上の軽微な焼却（例：落ち葉焚きなど）

※注意点
（１）この例外に該当する場合であっても、近隣から

苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれて
いる場合は、指導の対象になることがあります。実
施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注
意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。

（２）禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外
事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを
畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得な
い焼却」とは認められません。

（３）いずれの場合でもビニール、プラスチックなど
の不燃物を焼却することはできません。

▼問合せ　役場生活環境課環境係
　ｔ295−2112 171・172

野外焼却（野焼き）は
原則禁止です
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▼募集職種　消防職

▼採用予定人数　若干名

▼試験期日
　10月18日（日）

▼応募資格　次のいずれ
にも該当する人
学歴／大学、短期大学（同等の学歴を含む）または

高等学校を卒業もしくは令和３年３月31日まで
に卒業見込みの人

年齢／平成７年４月２日から平成15年４月１日ま
でに生まれた人

▼申込期間　９月１日（火）～９月14日（月）
　午前９時～正午、午後１時～５時（土日を除く）

▼申込場所　西入間広域消防組合総務課
※申込書等については、７月１日（水）から上記申込受
付場所において配布します（ホームページからもダウ
ンロードできます）。

▼問合せ　西入間広域消防組合　総務課総務担当
　ｔ295−0147（直通）

入院や高額な外来診療を受ける人は、事前に申請し認
定されることで１か月あたりの窓口負担額が決められ
た限度額までになります。認定は８月１日を基準日と
し、年度の住民税から判定します。対象の人は、下記
へ申請してください。

▼対象　次のいずれかに該当する人
①町国民健康保険に加入している70歳未満の人、

70歳以上で非課税世帯または現役並み所得世帯
の人

②後期高齢者医療保険に加入している人で非課税世帯
の人、または現役並み所得の人および同じ世帯の人

▼手続きに必要なもの　被保険者証、来庁する人の本
人確認書類

▼その他　後期高齢者医療保険に加入し、７月末日ま
で有効の限度額認定証を持ち、８月以降も対象にな
る人は申請の必要はありません。新しい認定証は後
期高齢者医療保険証に同封して郵送します。

▼申請・問合せ　
　①役場住民課国保年金係ｔ295−2112 135・136
　②役場高齢者支援課医療保険料係ｔ295−2112 176

医療費の限度額認定申請 西入間広域消防組合
消防職員を募集します

▼対象　次のいずれかに該当する人
①毛呂山町健康保険に加入し保険税を滞

たい
納
のう

していな
い40歳以上の人

　②町内在住で後期高齢者医療制度に加入している人

▼助成金額　
　受診に要する費用の２分の１（上限３万円・オプシ

ョンは助成対象外）

▼受診方法　
　指定医療機関に予約し、印鑑と保険証、本人確認書

類を持参して下記窓口で「受診券」を申請。検査当日
に「受診券」と保険証を持参して受診してください。

▼申請・問合せ　
　①役場住民課国保年金係ｔ295−2112 135・136
　②役場高齢者支援課医療保険料係ｔ295−2112 176

人間ドック費用の一部助成をしています

※１　頭部ＣＴ検査（オプション項目）に限り、助成対象となります。
※２　岡村記念クリニックは、人間ドックの検査項目の中に頭部ＣＴ検査

も含まれています。

　 ▼指定医療機関一覧
医療機関名 検査内容 自己負担額

埼玉医科大学病院
健康管理センター
ｔ049−276−1550

人間ドック１日外来 22,000円
人間ドック１日外来※１
頭部CT検査追加 26,400円
人間ドック１泊２日 54,700円
人間ドック１泊２日※１
頭部CT検査追加 63,500円

坂戸中央病院
ｔ049−283−0019

人間ドック 24,750円
脳ドック 13,500円
併診ドック 43,700円

岡村記念クリニック※２
ｔ042−989−7766

人間ドック 22,000円
脳ドック 8,250円

埼玉成恵会病院
健康管理センター
ｔ0493−23−0277

人間ドック 19,250円
人間ドック※１
頭部CT検査追加 27,500円
脳ドック 24,750円
併診ドック 47,000円
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埼玉県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺
い
児
じ

等を対象に、援護一時金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての交通
機関の運行により生じた事故）により、死亡または重
い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の
子どものことです。

▼対象　県内在住で平成31年4月1日以降に交通遺児
　等となった人（交通遺児等になった日現在18歳以下）

▼給付額　こども１人につき10万円（１回のみ）

▼給付時期　11月または令和３年５月

▼申請方法　町、学校などで配布される申請書類に必
要事項を記入し、みずほ信託銀行浦和支店（さいた
ま市浦和区高砂２-６-18　ｔ０４８−８２２−０１９１）に郵
送または持参してください。

▼申請期限　11月給付分は８月31日（月）まで
　令和３年５月給付分は令和３年２月26日（金）まで

▼問合せ　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
　ｔ０４８−８3０−２９5８

交通事故被害者のご家
族への援護金について

国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所
得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度
額の判定などを行います。国民健康保険加入世帯で
16歳以上の人は申告が必要ですので、前年中の収入
が無かった人も必ず申告をするようお願いします。
また、世帯主の人は国民健康保険に加入していなくて
も申告が必要です。
※ただし次に該当する人は、申告の必要はありません。
・所得税の確定申告などで申告された人
・給与収入（所得）のみの人で、給与支払報告書が会
　社から役場に提出されている人
・公的年金以外に収入（所得）がない場合で、公的年
　金支払報告書が役場に提出されている人

▼問合せ　役場住民課国保年金係
　ｔ２９5−２１１２ １35・１36

国民健康保険加入世帯は
所得の申告が必要です

がんばるお店（事業者）
応援金～申請はお済みですか～

特別定額給付金
～申請はお済みですか～

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減
少している中小・小規模企業者の方に対し、１事業者
につき一律１０万円を支給します。
お早めの申請をお願いします。

▼対象者　新型コロナウイルス感染症の影響で
　売上高が２０％以上減少している事業者。
※申請には要件があります。必要書類など詳細は町ホ
ームページをご確認ください。
※申請書は町ホームページからダウンロードできるほ
か、役場、商工会で配布しています。
※申請書の書き方や必要書類等について、ご不明な方
は役場産業振興課で相談を受け付けています（土日祝
日を除く）。

▼申請・問合せ　役場産業振興課商工観光係
　ｔ２９5−２１１２ ２１４・２１5

現在、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に
基づき、特別定額給付金事業（一人につき１０万円）
を実施しています。
すでに「特別定額給付金のお知らせ」を各家庭に送付
していますので、まだ申請をされていないご家庭はお
早めの申請をお願いします。申請書を無くしてしまっ
た場合や、申請書が届いていない場合は、下記までお
問い合わせください。

▼対象者　基準日（令和２年４月27日）において、
当町の住民基本台帳に記録されている人。

▼申請・問合せ　役場総務課自治振興係
　ｔ２９5−２１１２ 3１４

申請期限　７月31日（金）まで（消印有効） 申請期限　８月17日（月）まで（消印有効）
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新型コロナウイルス感染症にり患
かん

した世帯や、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、保険
税・保険料の納付が困難になった世帯は、一定の要件
を満たした場合、申請により減免を受けられることが
あります。なお、制度ごとに減免の申請が必要です。

▼対象となる世帯　
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持

者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
　⇒ 全額を減免
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生

計維持者の事業等収入（事業収入、不動産収入、山
林収入または給与収入)が前年の３割以上の減少が
見込まれ、保険税の納付が困難になった一定の要件
を満たす世帯

　⇒ 計算式により算定した額を減免

新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税・保険
料（後期高齢者医療保険料、介護保険料）の納付が困難な人へ

▼対象となる保険税　
　令和２年２月１日から令和３年３月31日までの納

期にかかる保険税・保険料
※納期限が未到来のもののみが対象です。特別な事由
がある場合は納期限後でも申請ができる場合がありま
す。
※必要書類や減免額の算定方法など、詳細につきまし
ては、毛呂山町ホームページをご確認ください。なお、
国民健康保険税については、７月中旬にお手元に届く
『令和２年度　国民健康保険税納税通知書』に同封さ
れるチラシをご確認ください。

▼申請・問合せ
　国民健康保険税／役場税務課町民税課税係ｔ２９5−

２１１２ １９８・１９９
　後期高齢者医療保険料・介護保険料／役場高齢者支

援課医療保険料係ｔ２９5−２１１２ １76

８月１日（土）より国民健
康保険証と高齢受給者証が
一体化されることに伴い、
８月１日（土）から使用で
きる保険証（70歳以上の人には保険証兼高齢受給者
証）を簡易書留で郵送します。
新しい保険証（または保険証兼高齢受給者証）が届き
ましたら、８月１日（土）以降に古い保険証と差し替
えてお使いください。
※新しい保険証が８月になっても届かない場合は、下
記までお問い合わせください。
※保険証と高齢受給者証が一体化されるため、今まで
の高齢受給者証は送付されません。
※古い保険証は８月１日（土）以降に返却いただくか、
ご自身で処分してください。　

▼問合せ　役場住民課国保年金係
　ｔ２９5−２１１２ １35・１36

新しい国民健康保険証
を郵送します

▼給付対象者　ひとり親世帯で下記の①から③のいず
れかに該当する人

①令和２年６月分児童扶養手当受給者
②公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当

の支給を受けていない人　　
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて直近収入

が児童扶養手当対象の水準に下がった人

▼給付額　①②１世帯５万円、第２子以降一人につき
３万円加算（収入激減は１世帯５万円加算）、③１
世帯５万円

▼支給手続き　申請不要（７月中に案内を通知）。た
だし児童扶養手当受給者でない人は申請が必要。

▼支給時期　８月以降（予定）

▼問合せ　厚生労働省「ひとり親世帯等臨時特別給付
金」コールセンター（受付時間／平日午前９時～午
後６時）ｔ０１２０−４００−９０3、役場子ども課児童係

　☎２９5−２１１２（ １４４・１４5）

ひとり親世帯を支援する
ため給付金を支給します
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認知症などで行方不明になる恐れのある人に対し、「見守りシール」を交付します。このシールを衣類や持ち
物に貼っておくと、行方不明になった際に発見者がスマートフォンなどでシールのＱＲコードを読み取り、イ
ンターネット上の伝言板サイトを経由して、発見場所などを入力すると保護者（緊急連絡先）あてにメールが
自動送信されます。発見者と保護者は、伝言板サイトを介して24時間365日、直接やりとりができるため、
保護者はすぐに迎えに行くことができます。発見者・保護者ともに自分の住所や電話番号などの個人情報を知
らせる必要がないためお互いの個人情報が漏れる心配もありません。

▼見守りシール配布対象者　町内に住所を有する在宅生活者で行方不明になるおそれのある人

▼配布枚数　アイロンで衣類等に貼るシール（洗濯可能）30枚
杖
つえ

やバッグなど持ち物に貼る蓄光シール　　10枚
※見守りシールを貼った高齢者等を発見した人へのお願い
　衣類や持ち物に見守りシールを貼った高齢者が道に迷っているようであれば、正面から優しく声をかけてく

ださい。スマートフォンでシールのＱＲコードを読み取り、伝言板サイトにアクセスすると、保護者にメー
ルが自動送信されます。アクセスしたことで個人情報が漏れることはありません。

「認知症高齢者等ＳＯＳネットワー
ク」は、認知症などで行方不明にな
るおそれのある人の情報を事前に町
に登録しておくと、登録した人が行
方不明になった場合に町を通じて構
成機関（消防署・医療機関・福祉施
設等）にも情報共有され、捜索や発
見時の保護について協力を得られる
制度です。「認知症等で行方不明に
なってしまうかもしれない」このよ
うな心配を抱えている人は登録を考
えてみませんか。下記の「見守りシ
ール」と一緒に登録すると一層効果
的です。

 ■認知症高齢者等ＳＯＳネットワークに登録しませんか？　

認知症などによる行方不明が心配な人へ
〜事前に登録しておくと安心です〜

▼申込み・問合せ　役場高齢者支援課高齢者福祉係　ｔ295−2112 129

「見守りシール」見本
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今回は「非常時」の手話を紹介します。
聴覚に障害があると、災害時の状況判断が遅れがちになります。キーワードとなる手話を覚えて、緊急時
のサポートに役立てましょう。

▼問合せ　役場福祉課障害福祉係　ｔ295−2112 114・115・116

みんなで手話を覚えよう　非 常 時 編 パート１

「ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター」が
出会いの機会と結婚までのサポートを行います！

平成30年10月にオープンした「ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター」は、現在、登録いただいている
会員が3,500人を超え、すでに結婚に向けて41組のカップルが当センターを卒業されています。（R2.4.30現在）
センターでは、会員を随時募集していますので、出会いの機会をお求めの人はＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポート
センターホームページで詳細をご確認ください。

▼ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンターとは･･･
埼玉県、市町村、民間企業等が一体となって運営する
結婚支援センターです。センターでは結婚を希望され
る人の出会いから交際、結婚までを相談員と結婚支援
システムによりサポートします。
センターの設置場所は、坂戸市、さいたま市浦和区、
本庄市の３か所です。不定期に出張登録・相談所も開
所しています。

▼サービスの特徴
・お手元のスマートフォンで会員のなかから希望条件

でお相手を選び、お見合いの申込みができます。
・ＡＩが会員のなかから相性の良い相手を紹介します。
・センターの相談員が個別のお悩みに対応します。

・会員に婚活イベント・セミナー情報を配信します。

▼入会条件
・結婚を希望し、自ら婚活の意思がある20歳以上の

独身男女
・埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県へ移

住をお考えの人
・スマートフォンをお持ちの人

▼利用登録料　16,000円（税込み・２年間有効）
※毛呂山町在住者は割引料金が適用され、11,000円
です。詳しくはホームページをご覧ください。

▼問合せ　ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター事務局
　ｔ048−789−7721 ｈhttps://koitama.jp/

「逃げて」＋「場所」で「避難所」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　という意味になります

両手のこぶしを立てて構え、斜め上にサッとあげる

■逃げて

指を軽く曲げ指を下に向け
て軽く降ろす

■場所

→

■危ない

両手の指を軽く曲げ、胸を
２回たたく

ポン
ポン



役場では、毎月第1土曜日の午前中に、一部の課
で窓口業務を行う『土曜開庁』を実施しています。
㊐　７月４日（土）、８月１日（土）
　　午前８時30分～正午
場　役場高齢者支援課・住民課・子ども課・福祉
課・税務課

土曜開庁
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昭
和
40
年
４
月
に
本
町
の
一
部

で
給
水
を
開
始
し
て
以
来
、
皆
さ

ん
の
お
宅
に
水
道
水
を
お
届
け
し

て
い
る
水
道
管
は
、
給
水
区
域
の

拡
大
と
水
道
管
な
ど
の
水
道
施
設

の
拡
張
な
ど
の
整
備
に
よ
り
、
毎

日
の
暮
ら
し
や
町
の
産
業
発
展
に

欠
か
せ
な
い
社
会
基
盤
と
な
り
ま

し
た
。

　
本
町
で
は
、
給
水
開
始
当
時
か

ら
昭
和
50
年
代
初
頭
ま
で
、
製
造

が
容
易
で
安
価
な
石
綿
セ
メ
ン
ト

管
を
配
水
管
と
し
て
使
用
し
て
き

ま
し
た
。

　
水
道
向
け
に
使
用
さ
れ
た
石
綿

セ
メ
ン
ト
管
の
材
質
は
、
粉
じ
ん

発
生
が
最
も
少
な
い
部
類
に
入
る

第14回

水道事業を考えよう
未来へ引き継ぐ　安全で頼れる水道をめざして

問合せ　水道課施設係　ｔ295－2112   内 165

老
朽
化
し
て
い
く

水
道
管

と
さ
れ
、
厚
生
労
働

省
や
世
界
保
健
機
関

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
見
解

で
も
健
康
へ
の
悪
影

響
は
認
め
ら
れ
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
給
水
開
始
か
ら
50

年
以
上
が
経
過
し
た

今
日
、
水
道
管
は
老

朽
化
が
進
み
ま
し

た
。
水
道
管
は
、
そ

の
埋
め
ら
れ
て
い
る

環
境
に
よ
り
寿
命
は

異
な
り
ま
す
が
、
法

律
で
は
耐
用
年
数
が

40
年
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
巨
大
地
震
や
台
風
被
害

が
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
昨

今
、
自
然
災
害
に
よ
っ
て
水
道
管

が
割
れ
た
り
、
継
ぎ
目
が
外
れ
る

こ
と
の
な
い
耐
震
管
へ
の
入
れ
替

え
も
急
務
で
す
。
更
新
工
事
を
行

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
安
全
・
安
心

に
水
道
水
を
送
り
続
け
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
町
で
は
毎
年
、
石
綿
セ
メ
ン

ト
管
な
ど
を
耐
震
管
に
替
え
る
老

朽
管
更
新
工
事
を
順
次
行
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
料
金
収
入
が
減

少
し
て
い
る
厳
し
い
経
営
状
況

で
、
限
ら
れ
た
予
算
で
工
事
を
行

っ
て
い
る
た
め
、
一
度
に
多
く
の

更
新
工
事
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
令
和
元
年
度
は
石
綿
セ
メ

ン
ト
管
の
残
延
長
24
・
３
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
（
平
成
30
年
度
末
現
在
）

の
う
ち
、
約
１
・
１
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
入
れ
替
え
る
工
事
を
実
施

し
ま
し
た
。

　
工
事
を
行
う
際
は
断
水
を
お
願

い
す
る
な
ど
、
皆
さ
ん
に
は
大
変

な
ご
不
便
・
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
安
心
し
て
供
給
で
き
る

水
道
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に

も
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■水道管の経年化状況■
総延長　約201キロメートル� （平成30年度末現在）
経過年数 20年未満 20年以上 30年以上 40年以上
延長（km） 63km 49km 55km 34km
割合（％） 31.3％ 24.4％ 27.4％ 16.9％

■水道管の整備にかかった費用と管路更新延長■
年度 工事費 管路更新延長

平成27年度 2億7,293万8千円 1,881ｍ
平成28年度 2億3,378万5千円 3,216ｍ
平成29年度 1億5,607万9千円 1,959ｍ
平成30年度 1億9,924万3千円 1,908ｍ
令和元年度 1億6,752万8千円 1,087ｍ

地震に強い耐震管に入れ替えを行っています。
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広告
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６月４日、町と麻原酒造（株）により「災害に強いま
ちづくり協定」が締結されました。この協定の締結に
より、感染症の拡大防止策として必要なアルコール消
毒液を麻原酒造（株）から優先的に町に供給していた
だくこととなりました。合わせて麻原酒造（株）から
手指消毒液500本が町に寄付されました。今回の協定
により調達した消毒液および寄付された消毒液は、町
独自の新型コロナウイルス感染症拡大予防策として、
町内約200店の飲食店などに配布されました。

たくさんの支援物資をいただきました
災害に強いまちづくり協定の締

てい
結
けつ
および支援物資の寄付

また、６月５日、コカ・コーラボトラーズジャパン（株）
関東営業本部埼玉第二支社から、清涼飲料水（コカ・
コーラ900本、リアルゴールド900本）が町に無償提
供されました。さらに、６月８日には三芳町の会社役
員を中心に編成された「チームＤｏ！」から、毛呂山
町にフェースシールド300枚が寄付されました。町に
寄付された清涼飲料水およびフェースシールドについ
ては、町内介護事業所などに配布されました。

空中から見たバラ園
ドローンによる滝ノ入ローズガーデンの空撮

例年、町内外から多くの観光客が集まる「滝ノ入ロー
ズガーデン」ですが、今年は新型コロナウイルスの影
響で開園することができませんでした。そのため、ゆ
ずの里ケーブルテレビの協力で、ドローンによる空撮
を行い、その様子を町のホームページで公開していま
す。普段は見ることができない空から見たバラ園の様
子をぜひ、ホームページからご覧ください。なお、ゆ
ずの里ケーブルテレビでも放映（月～土曜日の午前９
時45分から）しています。

やっぱり学校は楽しいね♪
町立小中学校の授業再開

新型コロナウイルス感染症の影
響で約３か月間、休校していた
小中学校が６月１日から授業を
再開しました。久しぶりの登校
で先生や友達に会え、大喜びし
ている子どもたちの様子がいた
るところで見られました。

毛呂山町独自の支援策として、町内約200店舗の飲食
店などに消毒液の配布を行いました。
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新しい生活様式と
ともに過ごす夏の熱中症予防

公共施設利用に関する注意事項

暑さを避けましょう

エアコンをつけても、
ときどき換気をする。
暑い日や時間は無理をしない。

屋外では適
てき
宜
ぎ
マスクをはずしましょう

気温・湿度が高いなかでのマスク着用は要注意。
屋外で人と十分な距離を確保できる場合はマスクをは
ずす。

日ごろから健康管理をしましょう

日ごろから体温測定、健康チェック。
体調が悪いと感じたときは無理せず
自宅で静養。

暑さに備えた体作りをしましょう

水分補給は忘れずに、無理のない範囲
で。「やや暑い環境」で「ややきつい」
と感じる強度で毎日30分程度。

こまめに水分補給しましょう

のどが渇く前に水分補給。
１日あたり１.２リットルを目安に。
大量に汗をかいたときは塩分を忘れ
ずに。

距離を十分にとる

２歳未満児はマスクを着用しないで！
強い負荷がかかる運動は控えよう。
ときどき人との距離を取れる場所でマスクを外そう。
３密な場所は、マスクを着用する。

マスクをしているとき、するときの注意

熱や咳
せき
などの症状がある人は施

設の利用をご遠慮ください。

施設利用時の手指消毒は利用者全
員が必ず行ってください。また利
用後の石

せっ
鹸
けん
での手洗いを徹底して

ください。

飛
ひ
沫
まつ
を防止するため、必ず、マス

ク着用にご協力ください（屋外で
は適宜）。

入館時、「入館者ご記入票」に住所
・氏名・連絡先・体温等をご記入く
ださい。体温を計らずに来館された
人は、検温にご協力いただきます。
保健所等の公的機関から情報提供の依頼があった
場合は提供させていただきます。

屋内施設の場合は、各部屋のドア
や窓を開けるなど常時または定期
的に換気を行い、施設ごとの使用
人数の制限を遵守してください。

町では町民の皆さんに貸出等を行っている公共施設の利
用に当たっての感染症拡大防止のガイドラインをまとめ
ました。詳しくは町ホームページでご確認ください。
問合せ　保健センター　ｔ２９４－５５１１

新型コロナウイルス感染症対策
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お
知
ら
せ

人口と世帯
人口	 33,321人　	（－14人）
男 	 16,618人　	（－４人）
女 	 16,703人　	（－10人）
世帯	 15,875世帯	（＋８世帯）
※令和２年６月１日現在（前月１日比）

− − − −

役場の開庁日時
平日　午前８時３0分～午後５時1５分
毎月第１土曜日　午前８時３0分～　
　正午（一部窓口のみ）
※各種手続きや業務についてのお問
い合わせは、平日の開庁時間にご連
絡ください。

傷し
ょ
う

病び
ょ
う
手
当
金
を

支
給
し
ま
す

７
月
は
虐
待
ゼ
ロ
推
進
月
間
で
す
。	

虐
待
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て

も
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
す
。
児
童

・
高
齢
者
・
障
害
者
へ
の
虐
待
を

発
見
し
た
、虐
待
を
受
け
て
い
る
、

虐
待
を
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
、
ど

う
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
場
合

は
、「
埼
玉
県
虐
待
通
報
ダ
イ
ヤ

ル
＃
７
１
７
１
」
に
電
話
し
て
く

だ
さ
い
。（
Ｉ
Ｐ
電
話
を
ご
利
用

の
人
、
都
県
境
に
お
住
ま
い
の
人

は
０
４
８−

７
６
２−

７
５
３
３
へ
）

※
詳
細
は
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ｈhttp://w
w
w
.pref.saitam

a.
lg.jp/a0601/20170711.htm

l

問　
埼
玉
県
福
祉
部
福
祉
政
策
課

ｔ
０
４
８−

８
３
０−

３
３
９
１

７
月
は
「
虐
待
ゼ
ロ

推
進
月
間
」
で
す

第
８
期
毛
呂
山
町
高
齢
者
総
合
計

画
策
定
の
審
議
を
行
う
に
あ
た

り
、
会
議
の
傍ぼ

う
聴ち

ょ
うお
よ
び
会
議
の

議
事
録
を
閲え

つ
覧ら

ん
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
防
止
の
た
め
状
況
に
よ
っ
て
は

傍
聴
を
ご
遠
慮
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

㊐　

７
月
28
日
火

　
　
午
後
１
時
３0
分
か
ら

場　
役
場
２
０
１
会
議
室

問　
役
場
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

福
祉
係
ｔ

１
２
９

高
齢
者
総
合
計
画
推
進

会
議
を
公
開
し
ま
す

７
月
27
日
月
に
川
越
年
金
事
務
所

が
新
住
所
に
移
転
し
ま
す
。
業
務

内
容
・
受
付
時
間
に
つ
き
ま
し
て

は
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

移
転
先
所
在
地　
川
越
市
脇
田
本

町
８−

１　

Ｕ−

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｅ	

５
階
（
JR
川
越
駅
西
口
か
ら
徒

歩
２
分
）

問　
日
本
年
金
機
構　
川
越
年
金

事
務
所
ｔ
２
４
２

−

２
６
５
７

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
に
月
額

４
０
０
円
の
「
付
加
保
険
料
」
を

上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
将
来
受

け
取
る
年
金
の
年
額
に
「
２
０
０

円
×
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月

数
」
の
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
下
記
に
お
問

い
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
納
付
の
免
除
・
猶ゆ

う
予よ

を

受
け
て
い
る
人
や
国
民
年
金
基
金

に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
付
加
保

険
料
を
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

対　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

ま
た
は
任
意
被
保
険
者

　
年
金
手
帳
・
印
鑑

問　
役
場
住
民
課
国
保
年
金
係

　
ｔ

１
３
５・１
３
６

広報もろやま略記号一覧
㊐日時・日にち　　　　　場場所
対対象者　　 内容　　　定定員
料料金　　　 持ち物　　申申込み
問問合せ　　ｔ電話番号　 内線
ｆファクス番号　 メールアドレス
ｈホームページアドレス
健康マイレージ対象事業

国
民
年
金
の
付
加
保
険
料

を
ご
存
じ
で
す
か

川
越
年
金
事
務
所
が

移
転
し
ま
す
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便
利
な
納
税
・
納
入
窓
口
を
使
っ

て
納
期
限
内
の
納
税
・
納
入
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
！

㊐　
毎
月
第
２・３
水
曜
日

　
　
午
後
５
時
1５
分
～
７
時

㊐　
７
月
26
日
日

　
　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

　
（
毎
月
１
回
、日
曜
日
に
開
催
）

　
納
税
お
よ
び
保
険
料
の
納
入

・
相
談
、
口
座
振
替
の
申
込
み

　
通
帳
と
届
出
印

場
・
問　
役
場
税
務
課
納
税
係

　
ｔ

１
９
４・１
９
５

　
役
場
高
齢
者
支
援
課
医
療
保
険

料
係
ｔ

１
７
６

　
町
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
、
納
税
相
談

場
・
問　
役
場
税
務
課
納
税
係

　
ｔ

１
９
４・１
９
５

休
日
納
税
相
談
・

納
入
窓
口

夜
間
納
税
窓
口

世
界
全
体
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
対
策
の

一
環
と
し
て
、７
月
１
日
水
よ
り
、

全
国
で
レ
ジ
袋
の
有
料
化
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
レ
ジ
袋
有
料
化
を
き
っ
か
け

に
ご
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

見
つ
め
直
し
、
エ
コ
バ
ッ
グ
を
持

ち
歩
く
な
ど
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
賢
く
使
う
工
夫

を
し
ま
し
ょ
う
。

問　
経
済
産
業
省　
ご
み
有
料
化

に
関
す
る
相
談
窓
口

　

ｔ
０
５
７
０

−

０
８
０
１
８
０

レ
ジ
袋
有
料
化

今
年
度
、
町
内
の
大
規
模
盛
土
造

成
地
に
つ
い
て
、
調
査
計
画
の
作

成
お
よ
び
優
先
度
評
価
を
行
い
ま

す
。
対
象
と
な
る
地
域
で
は
委
託

業
者
に
よ
る
現
地
踏と

う
査さ

を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
簡
易
な
地
盤
調
査

を
実
施
し
ま
す
。
近
く
に
お
住
ま

い
の
人
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
作

業
に
つ
い
て
ご
理
解
ご
協
力
を
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

問　
役
場
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
開

発
建
築
係
ｔ

１
５
８

宅
地
耐
震
化
推
進
事
業

を
進
め
て
い
き
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感

染
拡
大
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
で
給
与
な
ど
の

支
払
い
を
受
け
て
い
る
人
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
と
き
、
ま
た
は
発
熱
な
ど
の

症
状
が
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
が
疑
わ
れ
る

こ
と
に
よ
る
療
養
の
た
め
働
く
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
申
請
に

よ
り
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま

す
。
し
か
し
、
給
与
な
ど
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
は
原
則
支
給
で
き
ま
せ

ん
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　
役
場
住
民
課
国
保
年
金
係

　

ｔ

１
３
５・１
３
６

　
役
場
高
齢
者
支
援
課
医
療
保
険

料
係
ｔ

１
７
６

傷し
ょ
う

病び
ょ
う

手
当
金
を

支
給
し
ま
す

自
衛
官
採
用
試
験

■
航
空
学
生

　
試
験
期
日
／
９
月
22
日
火

■
一
般
曹
候
補
生

　
試
験
期
日
／
９
月
18
日
金
か
ら

20
日
日
の
う
ち
１
日

■
共
通
事
項

　
受
付
期
間
／
９
月
10
日
木
ま
で

応
募
資
格
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
自
衛
官
候
補
生
は
通
年
募

集
し
て
い
ま
す
。

入
間
地
域
事
務
所
で
は
毎
月
１
回

説
明
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
問
合
せ
・

７
月
10
日
金
か
ら
法
務
局
（
本
局

・
支
局
）
に
お
け
る
「
自
筆
証
書

遺
言
書
保
管
制
度
」
が
始
ま
り
ま

す
。
本
制
度
は
、
自
筆
証
書
遺
言

書
を
作
成
し
た
本
人
が
法
務
局
に

遺
言
書
の
保
管
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。
保
管
制
度

を
利
用
す
る
と
、遺
言
書
の
紛
失
、

隠い
ん

匿と
く

お
よ
び
改
ざ
ん
な
ど
を
防
止

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

従
来
ど
お
り
、
自
筆
証
書
遺
言
書

を
自
ら
保
管
す
る
こ
と
も
で
き
、

公
証
役
場
に
お
け
る
公
正
証
書
遺

言
を
作
成
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
踏
ま

え
て
、
ご
判
断
く
だ
さ
い
。
詳
し

い
手
続
き
は
、
さ
い
た
ま
地
方
法

務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問　
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
（
供

託
課
）
ｔ
０
４
８

−

８
５
１

−

１
０
０
０
（
平
日
、
午
前
８
時

３0
分
か
ら
午
後
５
時
1５
分
）

自
筆
証
書
遺ゆ
い
言ご
ん
書

保
管
制
度
の
お
知
ら
せ

各
種
資
料
の
ご
請
求
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
自
衛
隊
入
間
地
域
事

務
所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　
防
衛
省
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協

力
本
部
入
間
地
域
事
務
所

　

ｔ
０
４−

２
９
２
３−

４
６
９
１
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自
生
の
ヤ
マ
ユ
リ
（
７
月
中
旬
か

ら
下
旬
）、
約
１
５
０
０
株
の
ヒ

マ
ワ
リ
（
７
月
上
旬
か
ら
下
旬
）

が
見
頃
で
す
。
色
鮮
や
か
な
夏 

の
風
物
詩
を
お
楽
し
み
く
だ
さ

い
。

料　

大
人
（
高
校
生
以
上
）
／

４
５
０
円
、
シ
ル
バ
ー
（
65
歳

以
上
）
／
２
１
０
円
、
中
学
生

以
下
／
無
料

問　
国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
管

理
セ
ン
タ
ー

　

ｔ
０
４
９
３−

５
７−

２
１
１
１

国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園

見
頃
の
お
花

リ
ト
ミ
ッ
ク
サ
ー
ク
ル

か
ん
が
る
ー
会
員
募
集

フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
ポ
ー
ト
は
子
育

て
の
お
手
伝
い
を
し
て
ほ
し
い
人

（
利
用
会
員
）
と
子
育
て
の
お
手

伝
い
を
す
る
人（
サ
ポ
ー
ト
会
員
）

が
、
子
ど
も
の
預
か
り
や
送
迎
を

行
う
地
域
の
助
け
合
い
活
動
で

す
。
次
の
と
お
り
サ
ポ
ー
ト
会
員

と
な
る
た
め
の
講
習
会
を
開
催
し

ま
す
。
お
話
を
聞
き
に
来
る
だ
け

で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
！

㊐　
７
月
13
日
月
、
14
日
火
、
16

日
木
、
17
日
金　

　
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

場　
中
央
公
民
館　
展
示
室

申　
７
月
10
日
金
ま
で
に
電
話
に

て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

問　
役
場
子
ど
も
課
子
育
て
支
援

係
ｔ

１
４
３

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト

会
員
講
習
会

　
講
習
・
イ
ベ
ン
ト

企
画
展
『
毛
呂
山
の
絹
織
物
～
江

戸
時
代
か
ら
昭
和
ま
で
を
ふ
り
か

え
る
～
』
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

毛
呂
山
で
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ

歴
史
民
俗
資
料
館

前
期
企
画
展

て
い
た
絹
織
物
産
業
に
つ
い
て
、

そ
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
ま
す
。

㊐　
９
月
27
日
日
ま
で

場　
歴
史
民
俗
資
料
館
特
別
展
示

室
問　
歴
史
民
俗
資
料
館

　

ｔ
２
９
５

−

８
２
８
２

マ
ス
ク
の
寄
付
を

受
け
付
け
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
今
年
度
の
毛
呂
本

郷
夏
祭
り
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

問　

毛
呂
本
郷
若
連
総
頭

　

ｔ
０
９
０

−

５
２
１
５

−

９
５

９
０
太
田

毛
呂
本
郷
夏
祭
り

中
止
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
今
年
度
の
ナ
イ
タ

ー
陸
上
競
技
記
録
会
は
中
止
と
な

り
ま
す
。

問　

毛
呂
山
町
体
育
協
会
陸
上
部

ｔ
０
９
０
−
４
１
２
６

−

４
０

４
４
井
岡

ナ
イ
タ
ー
陸
上
競
技
記
録

会
　
中
止
の
お
知
ら
せ

㊐　

９
月
か
ら
10
月
の
間
に
実

施
。
午
前
10
時
～
正
午
（
受
付

／
午
前
９
時
50
分
か
ら
）

※
日
程
は
個
別
に
調
整
し
ま
す
。

対　
本
校
へ
の
就
学
・
転
学
を
検

討
し
て
い
る
新
小
１
ま
た
は
学

齢
児
童
生
徒
（
就
学
前
に
つ
い

て
は
、
年
長
児
の
み
）

　
学
校
概
要
説
明
、体
験
授
業
、

個
別
相
談

申　
７
月
27
日
月
ま
で
に
通
学
区

域
内
の
教
育
委
員
会
ま
た
は
本

校
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
８
月
末
よ
り
学
校
見
学
を
受
け

入
れ
ま
す
。
ご
希
望
が
あ
る
人
は

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　
県
立
日
高
特
別
支
援
学
校

　
ｔ
０
４
２−

９
８
５−

４
３
９
１

教
頭

埼
玉
県
立
日
高
特
別
支
援

学
校 

学
校
体
験

勤
務
内
容　
学
童
保
育
に
関
す
る

こ
と

勤
務
日
時　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　
午
前
８
時
か
ら
午
後
６
時
30
分

の
間
（
５
時
間
程
度
）

勤
務
場
所　
毛
呂
山
町
学
童
保
育

所
募
集
人
数　
若
干
名

賃
金　
時
給
９
３
０
円

申
・
問　
７
月
17
日
金
ま
で
に
光

山
学
童
保
育
所
に
電
話
で
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　
ｔ
２
９
５

−

５
０
８
４

学
童
わ
ん
ぱ
く
ク
ラ
ブ

夏
休
み
ア
ル
バ
イ
ト
募
集

　
募
集

毛
呂
山
町
農
業
塾
か
ら
の

お
知
ら
せ
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情
報
交
換

音
楽
に
合
わ
せ
て
体
を
揺
ら
し
、

隣
の
人
と
手
を
つ
な
ぎ
、
楽
し
く

笑
い
あ
い
な
が
ら
パ
ー
テ
ィ
ー
で

も
踊
れ
る
よ
う
に
学
び
ま
し
ょ
う
。

経
験
者
は
目
か
ら
鱗う

ろ
この

ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
！　
現
役
プ
ロ
の
指
導
で

表
現
力
を
学
び
ま
し
ょ
う（
無
料
）。

㊐　
７
月
11
日
土
、
25
日
土

　

午
前
９
時
～
正
午(

初
級
／
午

前
９
時
か
ら
、
中
級
／
午
前
10

時
30
分
か
ら
）

場　
東
公
民
館

対　
男
女
各
10
人
程
度

　
上
履
き
ま
た
は
ダ
ン
ス
靴
、

飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
マ
ス
ク
、

白
手
袋
、
フ
ェ
ー
ス
シ
ー
ル
ド

（
無
い
人
は
準
備
し
ま
す
。
有

料
）

申
・
問　
７
月
10
日
金
ま
で
に
電

話
か
フ
ァ
ク
ス
で
申
込
み
。 

ス
ワ
ン
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ　
ｔ
０

８
０

−
４
３
５
０

−

２
２
７
３

片か
た
居い

木ぎ

、
ｆ
２
９
５

−

０
４
２

４
高
田
（
フ
ァ
ク
ス
の
場
合
、

日
時
・
氏
名
・
住
所
・
電
話
番

号
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
）

み
ん
な
で
一
緒
に

社
交
ダ
ン
ス
体
験
会

講
師
の
指
導
の
も
と
、
ピ
ア
ノ
に

合
わ
せ
て
音
・
リ
ズ
ム
で
遊
び
、

親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

深
め
、
お
友
達
と
楽
し
い
時
間
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
体
験

も
で
き
ま
す
。

㊐　
第
２
・
４
水
曜
日　

　
　
午
前
10
時
か
ら
11
時

場　
中
央
公
民
館
２
階
視
聴
覚
室

対　
歩
き
始
め
た
こ
ろ
か
ら
入
園

前
ま
で
の
お
子
様
と
保
護
者

料　
月
１
、１
０
０
円
（
入
会
金

５
０
０
円
）

申
・
問　
ｔ
０
９
０

−

２
３
３
２

−

８
５
７
０
丹た

ん
治じ

リ
ト
ミ
ッ
ク
サ
ー
ク
ル

か
ん
が
る
ー
会
員
募
集

マ
ス
ク
の
寄
付
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
寄
付
さ
れ
た
マ
ス
ク
は
、

町
内
の
介
護
施
設
な
ど
に
届
け
ま

す
。

寄
付
条
件　
未
開
封
、
未
使
用
の

布
マ
ス
ク
ま
た
は
不ふ

織し
ょ
く

布ふ

マ

ス
ク

寄
付
方
法　

・
郵
送
の
場
合
／
〒
３
５
０

−

０

４
６
５　
毛
呂
山
町
岩
井
西
２

−

24−

５
茶
み
せ
本
部
ま
で
送
付

く
だ
さ
い
。

・
持
参
の
場
合
／
ゆ
ず
の
里
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
ま
た
は
オ
ー
パ
ー

ク
お
ご
せ
ま
で
持
参
く
だ
さ

い
。

・
引
取
り
の
場
合
／
ｔ
左
記
問
合

せ
先
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。

寄
付
の
実
施
期
間　
８
月
末
ご
ろ

ま
で

賛
同
企
業　
ゆ
ず
の
里
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
、
オ
ー
パ
ー
ク
お
ご
せ　

問　
茶
み
せ
本
部

　

ｔ
２
９
８

−

７
８
１
１

　
（
午
前
９
時
～

　
午
後
７
時
ま
で
）

　
担
当
澤
田

マ
ス
ク
の
寄
付
を

受
け
付
け
ま
す

６月15日、毛呂山町が令和元年度分の確
定申告において積極的にデータ引継ぎを実
施したことについて、川越税務署より感謝
状が授与されました。町がデータ引継ぎを
実施したことで、税務署において効率的に
確定申告処理を行うことができ、また還付
申告をした人についても還付金が早く受け
取れるようになるなど住民サービスの向上
に繋がっています。

川越税務署から感謝状が授与されました

農
業
塾
で
生
徒
の
皆
さ
ん
が
生
産

さ
れ
た
野
菜
を
販
売
い
た
し
ま
す
。

㊐　
７
月
18
日
土
、
19
日
日
、
25

日
土
、
26
日
日

※
４
日
間
と
も
午
前
８
時
か
ら
正

午
ま
で
で
す
。　

場　
大
類
館
駐
車
場

販
売
品
目　
大
玉
ス
イ
カ
、
ト
マ

ト
、
ナ
ス
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど

※
な
お
、
３
密
を
防
ぐ
た
め
に
屋

外
で
の
販
売
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

雨
天
で
も
開
催
し
ま
す
。

問　
ｔ
２
９
４

−

２
３
７
８
内
野

毛
呂
山
町
農
業
塾
か
ら
の

お
知
ら
せ
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毛呂山町保健センター
（川角305番地1）
ｔ049−294−5511ｆ049−295−5850

保健センターから
のお知らせ

＝毛呂山町健康マイレージ事業対象事業

乳
が
ん
・

子
宮
頸け
い
が
ん
検
診

㊐　
８
月
19
日
水　
午
後

※
時
間
は
予
約
時
に
お
伝
え
し
ま

す
。

場　
保
健
セ
ン
タ
ー

対　
町
内
在
住
の
女
性

　
乳
が
ん
検
診
／
40
歳
以
上

　
子
宮
頸
が
ん
検
診
／
20
歳
以
上　

※
ど
ち
ら
も
令
和
２
年
度
中
に
当

該
年
齢
に
な
る
人
を
含
み
ま
す
。

※
２
年
に
１
回
の
検
診
で
す
。
令

和
元
年
度
に
受
診
さ
れ
た
人
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

定　
各
30
人
程
度

料　
乳
が
ん
検
診
／
６
０
０
円　
　

　
子
宮
頸
が
ん
検
診
／
５
０
０
円

※
ク
ー
ポ
ン
券
対
象
者
お
よ
び
生

活
保
護
受
給
者
は
無
料
で
す
。

※
生
活
保
護
受
給
者
は
申
込
み
時

に
お
申
し
出
の
う
え
、
当
日
受
給

者
証
、
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

　
乳
が
ん
検
診
さ
れ
る
場
合
は

バ
ス
タ
オ
ル

※
感
染
症
予
防
の
た
め
の
マ
ス
ク

を
着
用
し
て
来
所
く
だ
さ
い
。

申　
７
月
13
日
月
か
ら
受
付
（
電

話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

予
防
接
種
の
受
け
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

お
子
さ
ん
を
感
染
症
か
ら
守
る
た

め
に
予
防
接
種
は
と
て
も
大
切
で

す
。
母
子
手
帳
を
確
認
し
て
い
た

だ
き
、
接
種
対
象
の
予
防
接
種
で

受
け
忘
れ
の
あ
る
場
合
は
お
早
め

に
お
受
け
く
だ
さ
い
。
な
お
、
接

種
対
象
年
齢
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と

公
費
（
無
料
）
で
は
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

と
く
に
日
本
脳
炎
予
防
接
種
や
、

小
学
校
就
学
前
の
１
年
間
（
年
長

児
）
で
受
け
る
麻
し
ん
・
風
し
ん

（
Ｍ
Ｒ
）
の
予
防
接
種
、
11
歳
か

ら
13
歳
未
満
で
接
種
す
る
２
種
混

合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

飲
食
店
な
ど
の
す
べ
て
の

食
品
営
業
者
の
皆
さ
ん
へ

令
和
２
年
６
月
１
日
か
ら
Ｈ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
が
制
度

化
さ
れ
て
い
ま
す
（
令
和
３
年
６

月
１
日
ま
で
は
経
過
措
置
期
間
）。

食
中
毒
の
多
く
は
飲
食
店
で
発
生

し
て
い
ま
す
。食
中
毒
予
防
に
は
、

食
中
毒
菌
を
「
つ
け
な
い
、
増
や

さ
な
い
、
や
っ
つ
け
る
」
を
確
実

に
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
衛
生

管
理
の
取
り
組
み
を
「
見
え
る
化

（
文
書
化
）」
す
る
た
め
に
食
品
衛

生
法
が
施
行
さ
れ
、
全
て
の
食
品

営
業
者
の
皆
さ
ん
に
次
の
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

①
衛
生
管
理
計
画
の
作
成

②
計
画
に
基
づ
き
実
施

③
記
録
・
確
認

作
成
す
る
衛
生
管
理
計
画
の
内
容

は
、
取
り
扱
う
食
品
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
業
種
別
手
引

書
に
基
づ
い
て
作
成
し
ま
し
ょ

う
。
坂
戸
保
健
所
で
は
、
立
入
検

査
な
ど
に
よ
り
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
導

入
を
開
始
し
た
施
設
の
確
認
を
行

っ
て
い
ま
す
。

問　

坂
戸
保
健
所
ｔ
２
８
３

−

７
８
１
５

　
相
　
談

最
近
「
も
の
忘
れ
が
多
く
な
っ

た
」、「
家
族
の
様
子
が
お
か
し
い
」

な
ど
の
悩
み
を
か
か
え
て
い
ま
せ

ん
か
？　
も
の
忘
れ
相
談
会
は
専

門
の
ス
タ
ッ
フ
が
お
話
を
お
伺
い

し
ま
す
。
個
室
で
相
談
を
受
け
ま

す
の
で
、
周
囲
に
聞
か
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

㊐　

７
月
16
日
木　

　
　
午
前
10
時
～
正
午

場　
中
央
公
民
館

　
も
の
忘
れ
や
認
知
症
に
関
す

る
相
談

対　
町
内
在
住
で
、
も
の
忘
れ
や

認
知
症
に
つ
い
て
不
安
が
あ
る

人
や
そ
の
家
族

申
・
問　
７
月
15
日
水
ま
で
に
役

場
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
福
祉

係
ま
で
電
話
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。
ｔ

１
２
７
・
１
２
８

も
の
忘
れ
相
談
会
～
一
人

で
悩
ま
ず
相
談
し
よ
う
～
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相談種類 日にち 時間 相談場所 申込み・問合せ

法律相談
弁護士 ７/14（火）、７/27（月）

８/11（火）、８/24（月） 13:30～16:00 役場会議室　 役場総務課ｔ 313（要予約）

行政書士 ７/15（水）、８/19（水） 10:00～15:00 役場会議室 役場総務課ｔ 313
人権・行政相談 ７/９（木）、８/13（木）  9:00～17:00 役場会議室 役場総務課ｔ 313

成人健康相談
７/14（火）  9:00～12:00 保健センター

保健センターｔ294−5511
８/５（水）  9:30～11:30 役場1階町民ホール

電話健康相談 平日  9:00～17:00 保健センターｔ294−5511
育児ほっと相談室 7/1（水）、8/3（月） 10:00～11:45 保健センターｔ294−5511

もの忘れ相談会 毎月第3木曜日 10:00～12:00 中央公民館 地域包括支援センター
ｔ295−2112 126

子育て相談
なんでも話してみよう

７/10（金）、８/７（金）
10:00～11:00

役場相談室 子育て支援センター
ｔ294−4820７/31（金）、８/21（金） 子育て支援センター

教育相談 平日 10:00～16:30 教育センターｔ295−2525（電話相談可）
心配ごと相談 毎月第２・４水曜日 10:00～12:00 社会福祉協議会（ウィズもろやま内）ｔ295−3111
消費生活相談 毎週火曜日 10:00～15:00 役場相談室 役場産業振興課ｔ 214
生活困窮者自立相談
※生活保護受給者以外 平日 8:30～17:00 アスポート相談支援センター埼玉西部毛呂山出張所

（ウィズもろやま内）ｔ080−2274−1445

町の無料相談

  

内
ない

国
こく

勧
かん

業
ぎょう

博
はく

覧
らん

会
かい

褒
ほう

状
じょう

～称賛された毛呂山の絹織物～

歴史散歩
第313回

　

日
本
人
の
洋
装
化
は
明
治
時
代
よ
り
始
ま
り
ま
し

た
が
、
庶
民
に
広
ま
り
始
め
た
の
は
遅
く
、
と
く
に

女
性
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う

で
す
。
そ
れ
ま
で
は
和
服
（
着
物
）
で
過
ご
す
こ
と

が
当
た
り
前
で
、
第
２
次
世
界
大
戦
の
戦
時
中
、
女

性
に
着
物
を
上
下
に
切
り
分
け
て
仕
立
て
た
「
モ
ン

ペ
」
の
着
用
が
推
奨
さ
れ
た
際
、
ズ
ボ
ン
の
よ
う
な

服
を
履
い
た
の
は
モ
ン
ペ
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、

と
て
も
恥
ず
か
し
か
っ
た
と
い
う
話
も
聞
か
れ
ま
し

た
。
そ
れ
だ
け
、
和
服
は
日
本
人
の
日
常
着
と
し
て

戦
時
ま
で
定
着
し
て
い
ま
し
た
が
、
絹
織
物
は
や
は

り
高
価
で
、
庶
民
に
は
ぜ
い
た
く
な
衣
服
で
し
た
。

毛
呂
山
で
は
、江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
養よ
う

蚕さ
ん

を
行
い
、

絹
織
物
を
織
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
に
入
り
、
埼
玉

県
は
養
蚕
の
普
及
に
積
極
的
で
あ
っ
た
た
め
、
急
速

に
県
内
各
地
に
広
ま
り
ま
し
た
。
毛
呂
山
で
も
絹
織

物
は
さ
ら
に
盛
ん
に
な
り
、明
治
23
年（
１
８
９
０
）

の
第
３
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
毛
呂
本
郷
の
千ち

野の

家

が
「
羽は

二ぶ
た

重え

」
を
出
品
し
、
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
当
家
で
「
羽
二
重
」
を
盛
ん
に
織
っ
て
出

荷
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。「
羽

二
重
」
は
高
級
平ひ
ら

絹ぎ
ぬ

で
、
光
沢
が
あ
り
、
光こ

う

絹き
ぬ

と
も

呼
ば
れ
ま
し
た
。
礼
服
・
羽は

織お
り

・
着
物
の
裏
地
な
ど

に
用
い
ら
れ
ま
す
。
内
国
勧
業
博
覧
会
と
は
、
明
治

政
府
が
国
の
近
代
化
を
目
指
し
て
産
業
の
振
興
を
推

進
し
た
殖
し
ょ
く

産さ
ん

興こ
う

業
ぎ
ょ
う

政
策
の
一
つ
で
国
内
の
物
産
、

美
術
・
工
芸
品
の
産
業
技
術
の
発
達
を
促
す
た
め
の

博
覧
会
で
す
。
明
治
10
年
（
１
８
７
７
）
よ
り
東
京

上
野
公
園
や
京
都
、
大
阪
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
毛
呂
山
で
の
羽
二
重
生
産
は
発
展
し
、

明
治
26
年（
１
８
９
３
）、滝
ノ
入
の
八や

木ぎ

原は
ら

久
太
郎

が
発
起
者
と
な
り
、
千
野
家
も
出
資
し
て
山
根
村
滝

ノ
入
に
織
物
専
業
工
場「
泉
い
ず
み

合ご
う

資し

会
社
」を
設
立
し
ま

し
た
。
１
５
０
人
も
の
従
業
員
を
雇
っ
た
泉
合
資
会

社
の
主
な
生
産
品
は
輸
出
用
の
羽
二
重
で
、
横
浜
か

ら
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
向
け
て
出
荷
し
ま
し
た
。
泉
合

資
会
社
が
毛
呂
村
に
移
転
し
た
明
治
36
年
（
１
９
０

３
）、
第
５
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
羽
二
重
を
出
品

し
て
表
彰
さ
れ
、そ
の
褒
状
が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
、
高
度
な
手
織
り
技
術
に
よ
る
絹
織
物

が
毛
呂
山
か
ら
海
外
に
向
け
て
出
荷
さ
れ
、
国
内
で

も
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
残
さ
れ
て
い
た
数
枚
の
褒
状
が
絹
織

物
産
業
の
華
や
か
な

時
代
の
始
ま
り
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。な
お

「
内
国
勧
業
博
覧
会

褒
状
」
は
９
月
27
日

ま
で
、
歴
史
民
俗
資

料
館
の
企
画
展
「
毛

呂
山
の
絹
織
物
」
内

で
展
示
し
て
い
ま
す
。

「第５回内国勧業博覧会褒状」
（明治 36年）



対 町内在住でおおむね３歳以下の幼児と保護者
７・８月の開催日 ■開催日　■休館日

遊びにおいでよ！ぴょんぴょん広場
㊐ ７月１日（水）、８日（水）、15（水）、22日（水）
　 午前10時30分～11時15分
対 ２歳前後の幼児と保護者

体操・工作・体育あそびなど
親子とも室内シューズ　　申 不要（自由参加）

小学生事業「工作スライム」
㊐ ７月11日（土）午後２時
対 小学生
定 15人（先着順）

スライム作り
申 ７月７日（火）から児童館で受付けます（電話可）

トランポリンの日
毎週金曜日、遊戯室にトランポリンを設置します。
お楽しみください。ぴょんぴょんぴょ～ん♪
※都合により設置できない場合があります。

　

毛呂山町立図書館ｔ295−1015

午前９時30分～午後７時
土・日曜日、祝日は午後５時30分まで
図書・雑誌など ▼ 10点まで／３週間
CD・DVDなど ▼ ５点まで／２週間

著者　 ▼ 荻野　嘉彦
出版　 ▼ まつやま書房

「埼玉の人ってお国自慢をしない」と感じたの
が、著者がこの本を書くきっかけだったそう
です。埼玉は国道１６号を境に政治・経済・
人間など、南北でタイプが違っている、とい
う分析など、この本を読んで誰かと埼玉の面
白さについて語り合ってみては？

今月の ススオ メの一冊

『Ｒ１６二重人格だから埼玉はおもしろい』

対 おおむね３歳以下の幼児と保護者

みんなのお誕生日
㊐ ７月７日（火）午前11時30分から

お誕生会、七夕会

パパと遊ぼう！【支援センターで遊ぼう】
㊐ ７月18日（土）午前10時から正午
定 ５組程度申込順

保健師の日
㊐ ７月20日（月）午前10時から11時

なんでも話してみよう
㊐ ７月10日（金）、31日（金）午前10時から11時
場 10日（金）／役場、31日（金）／子育て支援センター

家庭教育アドバイザーによる個別相談　※予約優先

保健師の日
㊐ ７月20日（月）午前11時から11時30分

乳幼児健診　※対象者には通知を送付します。
健診 対象 日にち 開始時間

４か月 R2.3生 ８月３日（月）
午後1時30分10か月 R1.9生 ８月４日（火）

１歳６か月 H31.1生 ８月７日（金）
３歳 H29.2生 ８月５日（水）

２歳児歯科健診　※対象者には通知を送付します。
対象 日にち 開始時間

H29.12～H30.1生 ７月30日（木）午前9時30分

保健センターｔ294−5511

児童館ｔ295−4111

保健センター子育て支援室ｔ294−1800子育て支援センターｔ294−4820

防災行政無線の放送を確認

８月７月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

18２０２０．７



は、自治会
をとおして全戸に配布するほか、
町内の公共施設・駅・一部のコ
ンビニに配架しています。次号、
令和２年８月号は、７月31日

（金）に自治会へお届けします。
広報の感想・意見・情報提供は、
役場秘書広報課広報広聴係へご
連絡ください。
〒350−0493毛呂山町中央2−1

hisyo@town.moroyama.lg.jp
ｔ049（295）2112 332
ｆ049（295）0771

12平成30（2018）年
行事カレンダー

※埼玉医科大学病院（毛呂本郷38）ｔ276−1465では、救急部が曜日・祝日を問わず
救急患者を受け入れています。
※西入間広域消防組合『救急相談ダイヤルｔ2

きゅうきゅうはなして
95−9987』では、曜日・時間を問わず、

緊急時の対処法・救急車の必要性・医療機関の紹介などの相談を行っています。

日にち 医療機関名 所在地 電話

７月23日（木・祝） 石川眼科 越生町越生東2−7−3 ｔ277−2077

７月24日（金・祝） かあいファミリークリニック 越生町上野1025 ｔ299−6222

８月10日（月・祝） 市川医院 越生町越生981 ｔ292−3011

 
 

日 月 火 水 木 金 土
1
土曜開庁

2 3 4 5 6 7 8　   
９月分総合公園予約

受付日
４か月児健診
育児ほっと相談室

10か月児健診 ３歳児健診
９月分体育施設調整会議
成人健康相談

１歳６か月児健診
トランポリンの日
子育て相談

トレーニング機器
説明会

9 10 山の日 11 12 13 14 15
夜間納税窓口 トランポリンの日

16 17 18 19 20 21 22
・町立小中学校始業式 トレーニング機器

説明会
夜間納税窓口
乳がん・子宮頸がん検診

オレンジカフェ
もの忘れ相談会

トランポリンの日
・子育て相談（子育て
支援センター）

23 24 25 26 27 28 29
・町税・保険料8月分
口座振替日

トランポリンの日

30 31
納税相談・納入窓口

８月
2020年
行事カレンダー

役場　 保健センター　 中央公民館　 東公民館　 ウィズもろやま
歴史民俗資料館　 児童館　 図書館　 総合公園　 消防署　 大類グラウンド場所記号

７～８月の在宅当番医（午前9時～正午）

図書館　 児童館　 町内体育施設　 歴史民俗資料館
そのほかの施設は、原則土・日曜日および祝日休業休館記号

　
新型コロナウイルスの関係で
は、町民の皆さんにお伝えした
い情報が日々刻々と変わり、広
報紙では月１回発行のため、と
てももどかしい思いをしまし
た。その点、LINEではお伝え
したい情報をその都度、瞬時に
登録者にお知らせすることがで
きるため、利便性を改めて実感
しました。LINE登録者を増や
す取組として今月号では裏表紙
でLINE登録者に対し、アンケ
ートを実施します。色々なお知
らせを発信していますので、ま
だ登録されていない方は、ぜひ
とも、ご登録ください。（栗島）

毛呂山町公式

twitter
@moroyama_town

防災行政無線の放送を確認
町の防災行政無線の放送内容を確認でき
るサービスです。

※西入間広域消防組合が遠隔操作により
放送する火災情報や、毎日放送する定時
放送には対応していません。

登録した人に放送内容を
配信します。

放送内容を音声で確認できます。

メールで配信

電話で確認

ｔ0800（800）1165

町のSNS
毛呂山町公式

メニュー＞友だち追加＞
検索＞「毛呂山町」で検索

町のAED（自動体外式除細動器）設置場所を確認

http://www.ipos-map.jp/aedsm/menu.aspx

現在位置からAED設置場所
を検索できます。（GPS機能
を有効にしてください。）

町の情報館
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職員採用試験
毛呂山町

７月10日（金）
～７月31日（金）

申込み
期　間

募集職種
（採用予定人数） 受験資格

一般事務
（５人程度） H6.4.2～H15.4.1生まれ

一般事務
（身体障害者対象）

（若干名）

次の全てを満たす人
①S60.4.2～H15.4.1生まれ
②身体障害者手帳（1～6級）を持っている
③自力での通勤および介助なしで所定時
間の勤務ができる
④活字印刷による筆記試験に対応できる

試験期日　一次試験 ９月20日（日）
※二次試験は、10月下旬を予定しています。
申込場所　役場総務課職員係（役場庁舎３階）
※申込書等については、７月８日（水）から上記申
込場所において配布します。
※申込書の郵送を希望する人は、封筒の表に「職員
採用試験申込書請求」と朱書きし、返信用切手120 
円を同封してください。
問合せ　役場総務課職員係ｔ 295－2112 内線316

アンケート回答者のなかから、抽選でプレゼントが当た
ります。当選の発表は、引換券の発送をもって代えさせ
ていただきます。届いた引換券を左記のお店まで持参の
うえ、プレゼントと交換してください。
アンケート回答方法　７月10日（金）に町公式ＬＩＮＥ

にアンケート回答フォームのＵＲＬを掲示します。
町公式ＬＩＮＥに未登録の人は７月10日（金）まで
にご登録ください。アンケートの回答締切りは７月
20日（月）までです。

問合せ　役場秘書広報課広報広聴係ｔ295－2112内線332

苺農園手作りいちごジャム（１瓶）を
５名にプレゼント♪

毛呂山町公式ＬＩＮＥを使ったアンケートを実施します

広報もろやまに対するアンケートを実施します。
未登録の人は、表紙のQRコードから町公式ＬＩ
ＮＥアカウントに登録の上、アンケートにご回答
ください♪
今後、毎月アンケートを実施していく予定です。

住所　毛呂山町西大久保1041−2
電話　299−5157　営業時間　午前9:30～午後5:00
定休日　月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）

苺の里S
ス ト ロ ベ リ ー

trawberry G
ガ ー デ ン

arden
いちご農園の手作りスイーツ＆ジャムのお店
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